
資料３ 

 

今後の進め方について 

 

・H28年度興津地区防災機能強化調整会議に係るスケジュール（案） 

・採択要件等の相談・働きかけ等一覧表 

・由比地区地すべり対策調査報告書（東地区編）（S51年3月） 

・由比地区地すべり対策調査報告書（西地区編）（S51年3月） 
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採択要件の拡充や新制度等の相談・働きかけ等

・既存制度の採択要件の拡充、新制度の創設等、国に相談・働きかけをしていく。

（１）既存制度の現状と課題及び国の相談先

担当 事業名 課題 考えられる拡充（案） 相談・働きかけ先
相談・働きかけ時
期、内容

鉄道防災事業費
補助事業

JR東海は補助対象外 補助対象となれば可 中部運輸局 相談中

災害復旧事業費
補助金（国費）

ＪＲ東海は、経営状況に関する採択
基準に該当せず、補助対象外。
また、災害復旧事業。

－ 中部運輸局 相談中

静岡県
地域交通課

鉄道軌道災害復旧
事業（国費）

住民生活に欠かせない公共インフラ
である鉄道の早期復旧を実現するた
めに、本制度の充実を図る必要があ
る。

本制度の国庫補助率の引き上
げ、災害認定要件の緩和及び支
援対象事業の拡充等制度の充実

国土交通省鉄道局、
中部運輸局

本制度の拡充を
要望

静岡国道
事務所

－
東海道本線を挟んだ斜面を道路区
域とすることは困難。

他管理者の施設を挟んで道路区
域とするよう、採択要件の拡充に
より可

中部地方整備局
道路部

静岡県政策監
内閣官房
国土強靭化推進室

新制度創設を静
岡県の提案（6
月、11月）として
要望

静岡県
危機政策課

内閣官房
国土強靭化推進室

新制度創設を静
岡県の提案（6
月、11月）として
要望

森林保全課 治山事業

当該区域は、平成２７年度の治山事
業実施区域以外にはほとんど保安
林がなく、また、山地災害危険地区、
森林法の対象からも外れているた
め、採択基準に合致しない。

基幹的交通ネットワークが並走す
る箇所の土砂崩壊に対応した事
前防災事業を実施する、新たな法
令・制度の創設を要望

林野庁
治山課

国要望の際に新
制度創設を要望

地すべり対策事業
これまでの調査結果では、地すべり
に特有の地形及び痕跡等が確認さ
れていなく、法律に合致しない。

砂防事業
沢地形がなく、土石流現象もないこと
から法律に合致しない。

急傾斜地
崩壊対策事業

住宅がなく、法律の目的（国民の生
命保護）に合致しない。

静岡市
静岡市林地災害
防止事業

当該箇所は大規模であり、本事業に
おける実施は困難。

市単独事業では不可能のため、
新制度（補助）等を検討していく

－ －

中部地方整備
局

－ オブザーバー

中部運輸局 － オブザーバー

（２）新制度の創設（提案）

事業主体（負担率）

国（10/10）
（仮称）
国土強靭化整備推進事業

・国土強靭化地域計画の「起きては
ならない最悪の事態」に位置付けら
れ、国家的見地からも早期の防災・
減災対策が必要とされる区域の整備
事業
・事業が大規模で県で実施困難な場
合

基幹的交通ネットワークが並走す
る箇所の土砂崩壊に対応した事
前防災事業を実施する、新たな法
令・制度の創設を要望

東海旅客鉄道
(株)

砂防課
中部地方整備局
地域河川課

相談し、オブザー
バーとして調整会
議に参加してい
ただき、アドバイ
スを受けている。

事業名 採択要件等 備考
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